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教 育 委 員 会 訓 令 

鳥取県教育委員会訓令第２号 

鳥取県教育委員会職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和８年５月22日 

鳥取県教育委員会教育長 足  羽  英  樹   

鳥取県教育委員会職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令 

 

鳥取県教育委員会職員安全衛生管理規程（平成元年鳥取県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（総括管理者等の代理者） 

第８条 略 

 

（化学物質管理者） 

第８条の２ リスクアセスメント対象物（労働安全

衛生規則（昭和47年労働省令第32号。以下「省

令」という。）第12条の５第１項に規定するリス

クアセスメント対象物をいう。以下この条におい

て同じ。）を製造し、又は取り扱う本庁各課及び

所属所に、省令第12条の５第１項各号に掲げる化

学物質の管理に係る技術的事項を管理させるた

め、化学物質管理者を置く。ただし、同項に規定

する表示等及び教育管理を、当該本庁各課又は当

該所属所以外の本庁各課又は所属所（以下この項

において「他の本庁各課等」という。）において

行っている場合には、当該表示等及び教育管理に

係る技術的事項については、当該他の本庁各課等

に置かれた化学物質管理者が管理する。 

２ リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行

う本庁各課及び所属所（前項のリスクアセスメン

ト対象物を製造し、又は取り扱う本庁各課及び所

属所を除く。）に省令第12条の５第１項に規定す

る表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理さ

せるため、化学物質管理者を置く。ただし、当該

表示等及び教育管理を、当該本庁各課又は当該所

属所以外の本庁各課又は所属所（以下この項にお

いて「他の本庁各課等」という。）において行っ

ている場合には、当該表示等及び教育管理に係る

技術的事項については、当該他の本庁各課等に置

かれた化学物質管理者が管理する。 

３ 化学物質管理者は、当該本庁各課又は所属所の

長がその所属職員のうちから指名した者をもって

（総括管理者等の代理者） 

第８条 略 
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充てる。 

４ 第６条第４項の規定は、前項の規定により化学

物質管理者を指名した場合について準用する。 

 

（保護具着用管理責任者） 

第８条の３ 化学物質管理者を置く本庁各課及び所

属所であって、リスクアセスメント（省令第12条

の５第１項に規定するリスクアセスメントをい

う。）の結果に基づく措置として職員に保護具を

使用させるものに、省令第12条の６第１項各号に

掲げる事項を管理させるために、保護具着用管理

責任者を置く。 

２ 保護具着用管理責任者は、当該本庁各課又は所

属所の長がその所属職員のうちから指名した者を

もって充てる。 

３ 第６条第４項の規定は、前項の規定により保護

具着用管理責任者を指名した場合について準用す

る。 

  

附 則  

この訓令は、令和８年５月22日から施行する。 
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公 安 委 員 会 規 則 

鳥取県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を廃止する規則をここに公

布する。 

  令和８年５月22日 

鳥取県公安委員会委員長 久  本  雅  義   

鳥取県公安委員会規則第３号 

   鳥取県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を廃止する規則 

 

 鳥取県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（令和３年鳥取県公安委員

会規則第４号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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収 用 委 員 会 規 則 

鳥取県収用委員会運営規程の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年５月22日 

鳥取県収用委員会会長 木  村     潤   

鳥取県収用委員会規則第１号 

鳥取県収用委員会運営規程の一部を改正する規則 

 

鳥取県収用委員会運営規程（昭和32年鳥取県収用委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（会長の専決事項） 

第８条 会長は、次に掲げる事項を専決することが

できる。 

(１)～(27) 略 

(28) 政令第５条第１項（政令第６条の２におい

て準用する場合を含む。）の規定による公示送

達及び政令第５条第３項（政令第６条の２にお

いて準用する場合を含む。）の規定による公示

送達があった旨の掲示若しくは措置の依頼又は

官報への掲載 

(29)～(47) 略 

２ 略 

（会長の専決事項） 

第８条 会長は、次に掲げる事項を専決することが

できる。 

(１)～(27) 略 

(28) 政令第５条第１項（政令第６条の２におい

て準用する場合を含む。）の規定による公示送

達及び政令第５条第３項（政令第６条の２にお

いて準用する場合を含む。）の規定による公示

送達があった旨の掲示依頼又は官報への掲載 

 

(29)～(47) 略 

２ 略 

  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


